
��������������������������������������
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
���������������������������������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
� ��������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

��������������

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

２０００．９．１１（２）

市
で
は
、
高
齢
社
会
の
到
来

に
対
応
す
る
た
め
、
町
田
市
高

齢
社
会
総
合
計
画
に
基
づ
き
、

在
宅
の
保
健
・
福
祉
サ
ー
ビ
ス

の
充
実
な
ど
様
々
な
施
策
を
実

施
し
て
い
ま
す
。

こ
こ
で
は
９
月
１５
日
の
「
敬

老
の
日
」
を
前
に
、
高
齢
者
の

方
の
た
め
の
各
種
の
福
祉
制
度

を
ご
案
内
し
ま
す
。

ご
利
用
下
さ
い

高
齢
者
福
祉

セ

ン

タ

ー

（
旧
老
人
福
祉
セ
ン
タ
ー
・
旧
老

人
憩
い
の
家
）

高
齢
者
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
下
表

☆
参
照
）
に
は
、
舞
台
付
き
の
大

広
間
や
談
話
室
、
お
風
呂
、
ヘ
ル

ス
ト
ロ
ン
な
ど
が
あ
り
、
様
々
な

娯
楽
を
お
楽
し
み
い
た
だ
け
ま

す
。お

気
軽
に
ご
利
用
下
さ
い
。

○
対
象

市
内
在
住
の
６０
歳
以
上

の
方

○
利
用
時
間

午
前
９
時
〜
午
後

４
時

○
休
館
日

ふ
れ
あ
い
桜
館
・
ふ

れ
あ
い
も
み
じ
館
・
ふ
れ
あ
い
い

ち
ょ
う
館
（
旧
老
人
福
祉
セ
ン
タ

ー
）
�
月
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年

始
ほ
か
▽
ふ
れ
あ
い
く
ぬ
ぎ
館
・

ふ
れ
あ
い
け
や
き
館
・
ふ
れ
あ
い

も
っ
こ
く
館（
旧
老
人
憩
い
の
家
）

�
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
ほ

か※
い
ず
れ
の
施
設
も「
敬
老
の
日
」

は
開
館
し
ま
す
。

○
利
用
申
し
込
み

初
回
に
健
康

保
険
証
ま
た
は
�老
医
療
証
を
お
持

ち
に
な
り
、
各
施
設
に
申
込
書
を

提
出
し
て
下
さ
い
。
利
用
券
を
発

行
し
ま
す
。

※
利
用
券
は
各
施
設
共
通
で
使
用

で
き
ま
す
。
ま
た
、
公
共
施
設
等

を
利
用
す
る
際
の
身
分
証
明
書
と

し
て
も
使
用
で
き
ま
す
。

町
田
市
老
人
ク
ラ
ブ
連
合
会

は
、
こ
の
度
、
通
称
を
「
み
ど

り
ク
ラ
ブ
連
合
会
」
と
し
、
だ

れ
も
が
親
し
み
や
す
く
、
気
軽

に
参
加
で
き
る
ク
ラ
ブ
を
目
指

し
て
い
ま
す
。

同
会
で
は
、
平
成
１２
年
度
の

新
規
事
業
と
し
て
パ
ソ
コ
ン
教

室
な
ど
の
シ
ニ
ア
塾
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
ま
た
、
活
動
内
容

を
紹
介
し
、
新
た
な
加
入
を
呼

び
か
け
る
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
作

成
す
る
な
ど
、
積
極
的
な
活
動

を
展
開
し
て
い
ま
す
。
活
動
内

容
や
加
入
に
関
す
る
お
問
い
合

わ
せ
は
、
み
ど
り
ク
ラ
ブ
連
合

会
事
務
局
（
�
７
２
５
・
４
６

１
３
）
へ
。

�問
高
齢
者
福
祉
課
�
７
２
４
・

２
１
４
１

高
齢
者
が
地
域
や
家
庭
で

安
心
し
て
暮
ら
す
た
め
に

町田市老人クラブ連合会
�

「みどりクラブ連合会」
の通称で
新たな活動を展開

高齢者福祉制度一覧
内 容

�２６５歳以上で「自立」と判定された方及び６０
歳から６４歳までの特定疾病以外の要援助者
�ホームヘルプサービス
軽度家事援助、
外出援助（予定）
�訪問看護指導
保健婦などが訪問し、健
康相談や介助方法などの相談を行う
�デイサービス
通所による趣味活動、入
浴サービス等をデイサービスセンター及
び高齢者福祉センター（旧老人福祉セン
ター）で実施
�デイ銭湯
６か所の公衆浴場でデイサー
ビスを実施（予定）
�住宅改修予防給付
転倒予防等のため、
手すり、段差解消等を行う
�日常生活用具給付
歩行支援用具等７種
目。上限額１０万円
�福祉機器リサイクル
電動ベッド、車い
すの貸し出しを行う
�短期入所サービス
要介護者の一時的な
入所
�３６５歳以上の要援助者（介護保険サービス
利用者も適用）
介護用品支給事業
在宅で生活する要介
護度４・５の方で老人福祉手当を受給し
ておらず、住民税非課税世帯に属する方
に尿とりパッドを支給する
一人暮らしの方及び高齢者世帯で近隣に身
内のいない方に電話をお貸しして、電話料
を補助します。
在宅の寝たきりの方で、歯科医院に通院で
きない方を対象に訪問して診療を行いま
す。
市内に住所のある昭和１０年６月３０日までに
生まれた６９歳以下の方に医療費の一部を助
成します（所得制限があります。また、社
会保険の被保険者本人は除きます）。
市内に１年以上住所のある�福受給者、�老受
給者が医療機関に３０日以上入院した場合に
支給します。所得制限があります。また、
介護保険での入院は除きます。
６５歳以上の方で、老人性白内障のため水晶
体摘出手術を受け、身体上の理由により眼
内レンズ挿入手術を受けられなかった方に
特殊眼鏡等の購入費の一部を補助します。
所得制限があります。
老齢福祉年金受給権者及び６５歳以上の生活
保護受給者、特別養護老人ホーム入所者、介
護保険要介護度がおおむね４・５度の在宅
の方に、調髪利用券を差し上げています。
一人暮らしの方と高齢者世帯（世帯全員が
６５歳以上）の方で風呂のない方等には、月
１０枚の入浴券を差し上げてます。
民間賃貸住宅に住んでいて、取り壊しによ
り転居を求められた高齢者世帯に対して転
居後の家賃等を補助します（所得制限があ
ります）。
民間賃貸住宅に住んでいて、取り壊しによ
り転居を求められた高齢者世帯に対して市
内の民間賃貸住宅をあっせんします。あっ
せんを受けた方に二親等以内の親族がなく
保証人がいない場合、市が保証人になりま
す。
高齢者に配慮された構造と設備を備えた集
合住宅を一定の要件を満たす高齢者に提供
しています（同居の一方が６０歳以上でも
可）。
７０歳以上の方及び６５歳から６９歳までの障害
認定を受けている方は一部負担だけで受診
できます。補装具なども助成しています。
入院時の食事代等が減額される制度もあり
ます。
７７歳、８８歳、９９歳、１００歳以上の方には、
９月に民生委員を通じてお贈りします。

施設・制度名、問い合わせ

介護予防・生活支援型サービス

高齢者介護課 	７２４・２１４０

老人福祉電話

高齢者福祉課 	７２４・２１４１
在宅歯科訪問診療

健康課 	７２５・５１７８

�福老人医療費助成制度

高齢者福祉課 	７２４・２１４４

高齢者入院見舞金

高齢者福祉課 	７２４・２１４４

高齢者特殊眼鏡等の購入費の一部
補助

高齢者福祉課 	７２４・２１４４

調髪利用券支給

高齢者福祉課 	７２４・２１４１

入浴券支給
高齢者福祉課

	７２４・２１４１

住み替え家賃助成

高齢者介護課 	７２１・３１３６

民間賃貸住宅のあっせん・保証人

高齢者介護課 	７２１・３１３６

高齢者住宅（シルバーピア）

高齢者介護課 	７２１・３１３６

�老老人保健医療制度

高齢者福祉課 	７２４・２１４４

長寿祝金
高齢者福祉課 	７２４・２１４１

対象
年齢

６５

歳

以

上

７０
歳
以
上

７７歳
以上

内 容

地域の高齢者が老後の生活を健康で豊かな
ものとするために自主的に組織し、社会奉
仕活動、友愛活動、健康増進活動、教養活
動等を行っています。

入浴や娯楽等の設備があり、高齢者同士の
交流や趣味活動等ができます。
※なお９月１０日（日）～１６日（土）午前９
時～午後４時の間、左記の各館で施設開放
を行います。ご家族おそろいでおいで下さ
い。ただし、ふれあい桜館・ふれあいもみ
じ館・ふれあいいちょう館は、１１日（月）
は休館、それ以外の施設は１０日（日）は休
館します。

高齢者の学習の場です。１年制・通信制の
各コースがあります。

各地のホテルを指定（１３か所）し、宿泊費
を補助します。

働く意欲を持った元気な方を構成員とし、
一般家庭、官公庁などから仕事を請け負い、
会員の希望にそった仕事を提供する団体で
す。

一般の職場で働くことが困難な高齢者・心
身障害者の方に働く場と仕事を提供してい
ます。

おおむね５５歳以上の方のための就業相談と
あっせんを行っています。

ゲートボールは仲間づくり、健康づくりに
最適なスポーツです。用具の貸与、指導を
行っています。

お年寄りやその家族の日常生活上の負担を
少しでも軽くしていただくために、会員方
式で有償の在宅サービスを行っています。
痴ほう性高齢者のデイケアも開設していま
す。

�１６０歳以上の要援助者（介護保険サービス
利用者も適用）
�食事サービス
栄養バランスのとれた食
事を配食し、併せて安否確認を行う
�緊急通報・火災安全システムサービス

緊急時のために通報機器を貸与する
�寝具乾燥サービス
寝具の清潔保持のた
めに乾燥及び゛丸洗いを行う
�徘かい高齢者家族支援サービス
ＰＨＳ
回線の利用による徘かい高齢者の早期発
見システム（予定）
�住宅設備改修
浴槽、流し洗面台、便器、
階段昇降機の設置
�住宅改修指導事業
住宅改修に関して専
門家が相談、助言を行う

施設・制度名、問い合わせ

老人クラブ

高齢者福祉課 	７２４・２１４１

☆高齢者福祉センター
ふれあい桜館（小山田）

	７９７・２９７１
ふれあいもみじ館（金森）

	７９６・１０２０
ふれあいいちょう館（鶴川）

	７３５・５０２０
ふれあいくぬぎ館（木曽山崎）

	７９３・３０３０
ふれあいけやき館（堺）

	７７４・０００３
ふれあいもっこく館（健康福祉
会館内） 	７２４・５０７６

ことぶき大学

町田市公民館 	７２８・００７１

高齢者いこいの家

高齢者福祉課 	７２４・２１４１

（社）町田市シルバー人材センター
	７２３・２１４７

授産センター
	７９３・２２２７

高年齢者就業相談
東京都町田高年齢者就業相談所

	７２５・６２７１

ゲートボールの普及

ゲートボール協会 	７２２・２２５３

（財）在宅福祉サービス公社

	７２８・９０６７

介護予防・生活支援型サービス

高齢者介護課 	７２４・２１４０

対象
年齢

６０

歳

以

上


